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	新
	旧

	
[bookmark: _GoBack]（第１条～第６条の３の３第２項まで省略）
	
（第１条～第６条の３の３第２項まで省略）

	
	

	第６条の３
	第６条の３

	（３）障害者総合支援法第５条第24項に規定する継続サービス利用支援を利用する障害児の保護者は、サービス受給者証の内容に変更があったときは、速やかに知事に届け出なければならない。

（第６条の３第４項から第15条まで省略）

附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成11年４月１日から施行する。

（中略）

附　則（平成30年４月27日規則第44号）
この規則は、公布の日から施行する。

附　則
　この規則は、令和７年10月１日から施行する。

（別記様式　省略）
	（３）障害者総合支援法第５条第23項に規定する継続サービス利用支援を利用する障害児の保護者は、サービス受給者証の内容に変更があったときは、速やかに知事に届け出なければならない。

（第６条の３第４項から第15条まで省略）

附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成11年４月１日から施行する。

（中略）

附　則（平成30年４月27日規則第44号）
この規則は、公布の日から施行する。




（別記様式　省略）



